
様式第1－1号

支 出 証 拠 書
『

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 クーZ

経費項目 調査研繧･研彦費･広聴広報費･霊鰊罵瀧犢･会議費･資料作成費･資繩静費･事務費．忍 人件費

内 容 事務所賃借料 ( 7 月分）

年月 日 令和 7年1月30日へ令和
I

年 月 日 金 額 31,275円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連’件

く領収書貼付枠＞
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＊550振込手数料

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

62,550円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

31,275円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 7－､ﾆタ

経費項目密･研修費･広臓酋報費･需鞠誇瀧債･会議費･資料{鰔費･資料購ｽ費･事務費･事諦『費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 ｸ年7月／ 日～令和 年 月 日 金 額 ﾌｰIと刀 円

目 的

骸当項目に丸削

部局事業ヒアリング・地元要
その他調査（

望稗創査・会派内調整打合せ・政務活動資料の整理．
）

使 途

骸当項目に丸Ep 鋒宿泊費駐車料その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する

○

0

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･ 進捗状況などを確認する。

確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｸ▼
NEXE□

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士

料金所(至） 新静岡

25年 7月 1日10時32分
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ご利用あ：りがとうございます｡

利 用 証 明 書

ご▼
NEXに□一
中日本

i NEXCO中日本お客さまセンター
：

1 0120-922-229

登録番号：T41800010561691

。
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日
日
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８

料金所(自） 新静岡

料金所(至） 新富士

25年 7月 1日17時17分

通行料金 \1,060-i 通行料金 \1,060-

I(ETCｸﾚｼ･ﾂﾄ）(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。 ！※通行料金の消費税率は10％です。

"",8247_60823: |羅請18247-609430
取扱番号

※本利用証明書はETC利用照会サーピ ！ ※本利用証明書はETC利用照会サーピ ！

｜スで印字されたものです． 1スで印字されたものです。
046 i
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

三-12－0
円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

Z人 2－0 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

I

整理番号 ｸーチ

経費項目趣･研修費･圃關広報費･要誹樵轤鱸･会議費･資料|鰔費･資料購ｽ費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年7月＞日~令和年月日 金 額
>IZgO

円

目 的

骸当項目に丸ED

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内調
その他調査（ ）

鞠合せ ･政務活動資料の整理。

使 途

骸当項目に丸帥 雫費宿泊費駐車料その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸則

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する □

Q会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ユ|” 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ノーIZp 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 クーゴ‐

経費項目密･珊彦費･広聴醗費･霊謝靜瀧噴･会議費･資料{鰔費･資繩静費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年7月ぅ
日～令和 年 月 日 金 額 21乙o 円

目 的

骸当項目に丸印

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内
その他調査（

》
･政務活動資料の整理。

使 途

骸当項目に丸帥 雷費宿泊費駐車料その他
政務活動．

県政との

関連性

儲当項目に丸印）

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する 0

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する 0

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

Q 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く飼収書則'，ﾛｰ＝ －－~一一．
’1 ご利用ありがとうございます。

｜｜利用証明書li

ゴvNEX仁。|! 雨壼－－l1

|i 肥XCO中日本お客さまセンター’：

|! ___QJ20=9"=2Z@」：

’1 登録番号:T4180001056169

11料金所(自） 新富士
’1料金所(至） 新静岡
||25年7月3日』4時29分；
|｜

|'壼焉r壼而=！
W(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種1

1※通行料金の消費税蕊は10%です｡i
｜取扱番号 ，

⑬AO5507-038247-615138
※本利用証明書はETC利用照会ｻｰﾋ1
スで印字されたものです。

ご利用ありがと ございます。

NEX仁｡

肥XCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169
料金所(自）
料金所(至）

※通行料金の消費税率は 10%です。

取扱番号

|AE""-615138
|※瑚蕊誌孫呼照会ｻｰﾋﾟ

ご利用ありがとうございます。

｜利用証明書

|
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NEXEn

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169

｜料金所(自） 新静岡
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料金所(至） 新富士
25年 7月 3日20時 5分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

AO5507-038247-615831 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

>IZﾉ0円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ﾌｰ|Z－o 円



様式第1－1号

支出証拠書
1，．。

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

轄理番号 クーる

経費項目 調査研究費･研修費･広獅報費･雰諏儲瀧憤･会議費･鮮昨，積解室 事務費･藷銅漬･人件費

内容 書籍購入代｢月刊廃棄物ノダ年フ月号」

年月日 令和 7年7月3日~令和年月日 金額 ノ"S~Z_ 円

目的 県政･社会情勢に関する情報収集

使 途 書籍購入、

政務活動

県政との

関連性

県政関連の情報を収集し、政策や質問等の参考にする‐
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ノ

ものである

領収書金額(a)
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案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

Zfj-乙 円



請求書

Page.1

2025年6月30日

eB
四本 康久様

〒101－

郵便振込口座 00190-6-655183

銀行口座みずほ銀行九段支店当24257

口座名義ニツポウビジネス（力
振込手数料は貴社にてご負担下さいます様､お願い申し上げます。

登録番号 T6-0100-0107-2305

お客様番号：■ﾛ■ お問い合せ番号:■■■■
お支払い期限：25/08/29

●お買い上げ頂きまして誠に有り難うございます｡下記の通りご請求申し上げます。
●振込時､上記お客様番号(7ケタ)を入力願います、

お知らせ

銀行振込もご利用いただけます。
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●お支払期限までに銀行･郵便局で払い込み下さい。
●銀行振込をご利用のお客様は下記払込用紙はご使用できません。

適用税率は10%ですc
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 ダーク

経費項目露･研修費･広聴広報費･霊識榛諦績･会議費･資料I賊費･資料購入費･事務費･事瀞漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 1年1岬 日～令和 年 月 日 金 額
＝一IZ-"

円

目 的

骸当項目に丸ED

部局事業ヒアリング・地元要
その他調査（

零力調査・会派内認零丁合せ
ノ

･政務活動資料の整理.

使 途

骸当項目に丸印） 鐙費宿泊費駐車料その他
政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

e地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

f~)会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ﾀ▼
NEXEn

中日本

肥XCO中日本お客さまセンター
0120－922－229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士

料金所(至） 新静岡

25年 7月 4日 9時4 5分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

AO5507-048247-617232 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ﾀ▼
NEXにロ

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120－922－229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新静岡

料金所(至） 新富士

25年 7月 4日13時32分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号
AO5507-048247-618032 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

損又書金額(a)

Z-IZ_D 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

I2=D 円



様式第1－1号

支 出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ．四本康久）

鑿理番号 グー3

経費項目 調罰暁費.研修費･広聴広報費･薪繍誇瀧噴･会議費･資料ｲ鰔費･震鯛･事務費･事鰯費･人件費

内 容 新聞購読料（日本教育新聞）

年月 日 令和 り年り月7日~令和 年 月 日 金 額 2,750円

目 的 県政・社会情勢に関する情報収集

使 途 7年 り 月購読料

政務活動

県政との

関連性

f

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収書貼付枠＞

|07-07-0712001 *2,750bMBC(ﾆﾎﾝｷﾖｳｲ"|

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,750円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,750円



様式第1－1号

=

支 出 証 拠 害

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号

経費項目 調査研究費確費広聴広報費露謝靜艤攪会議費資料作成費資料瀞費函事緬費人件費

内 容 自動車リース料

年月 日 令和り年7月1｡~令和 年 月 日 金 額 25,423円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

月額リース料（60,720円）からカーナピ・ドライブレコーダー等の対象外経費を除いた

50,847円の1／2相当額を充当する。

(7年γ月整理番号斗一lO参照）

｣弾5-07-071200」 ＊60，720トウキヨウセコチユリー(力

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

50,847円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支 過額(a×b)

25,423円



登録番号:T8010401059346

術ﾐﾉｿ曰

溺蕊
耐ズ｜’

Xrt会社“刀

四本康久 様

〒 420-0853

静岡県 静岡市葵区
追手町
8－1日土地静岡ビル6F

部署 静岡支店営業チーム

電話 054-205-2641

担当■■■■
2025年6月17日
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■■
請求書化。
請求先コード口座振替通知書

金融機関名
支 店 名
種目・口座

平素格別のご愛顧を賜りまことにありがとうございます。表記のとおりご請求申し上げますので、ご照合のうえお支払い下さい。ページ： 1
－－

備 考

－ノ

I

l損

(税抜）ページ小計一一＞

議
請求件数 1件

今 回 御 請 求 額 お支払期日 お支払方法

￥60,720

内リース料等 55,200
内消費税等 5,520

2025年7月7日 口座振替

契約番号 開始日 頭蟻 ご 請 求 明 細 金額(円） 内消費税(円） 脾(％

■■■■■ 220621 38 48 ﾘｰｽ料 7/7分■■■■■■■■■■■■■■■

リース 消費税10％計

税率別計 消費税10％計
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 クー/’

経費項目錘･研修費･広聴f識費･霊誰艤諦積･会議費･資料{賊費･資料購ｽ費･事務費･事諦T費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年7月1 日～令和 年 月 日 金 額 2－1シ○ 円

目 的

骸当項目に丸帥

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内調雪]合せ・政務活動資料の整理．
その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸印） 交琴･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

儲当項目に丸帥

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する 0

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する 0

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

7
議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する ◎

会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ｺ▼
NExに⑪’
中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 新富士
料金所(至） 新静岡
25年7月 9日11時5 0分

通行料金 \1,060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

AO6507-093232-025734 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

一

~一I

：

I

上.．

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ご▼
NEx仁ロ

中日本

肥XCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 新静岡
料金所(至） 新富士
25年 7月 9日18時1 8分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10%です。

取扱番号

AO6507-093232-026336 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ZIZ_p 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支 額(a×b)

｡-Iz刀 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 7－／／

経費項目趣･研修費･広聴広報費･蕊識饒潅積･会議費｡資料I賊費･資*購入費｡事務費･藷鏑費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和
7年7 月’'日へ令和年月日

金 額 1－1Z/o 円

目 的

骸当項目に丸印）

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内調
その他調査（ ）

麹合せ ･政務活動資料の整理．

使 途

(該当項目に丸印）
3電費･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

(該当項目に丸師

|議会・委員会等質問のため、関係部局の事栗・王妾力也末寺を碓詑可oo

|地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

･i確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

､ |議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を確認する。
ユ｜会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｺ▼
NEXEp

中日本

肥XCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士

料金所(至） 新静岡

25年 7月11日14時1 8分

通行料金 \1.060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

AO6507-113232-027934 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｸ▼
NEX仁ロ

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新静岡

料金所(至） 新富士

25年 7月11日22時45分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

AO6507-113232-028734 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ZIZ_o 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

エ(2刀 円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

一

轄理番号 7－／2

経費項目 霞翻確費
内 容 NPO法人YUNOどんく、りの会年会費(7月～3月分）

年月 日 令和 ′年7 月|う日 金 額 2,250円

会の趣旨．

目 的

広葉樹を植樹し保全管理する活動により、自然環境の保全を図り、水源酒養林や動物に

も優しい環境の再生に寄与する

会の活動

内容等

･広葉樹林づくり

･広葉樹林、里山の啓発活動

政務活動．

県政との

関連性

会の活動を通じて得られた情報や会からの意見などを県施策に反映させる

く領収書貼付枠＞

会計年度が7月から翌年6月までのため、

今回は7月から3月までの9か月分を請求する

3,000円×9／12か月＝2,250円

0

(令和8年4月以降､残金750円を充当する）

※添付書類：団体の会則・事業概要．(そM) （定款・議事録二）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,250円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2,250円
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ﾉ

特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会定款

第1章 総則

（名称）

第1条 この法人は、特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会という。

（事務所）

第2条 この法人は主たる事務所を、静岡県富士宮市に置く。

第2章 目的及び事業

（目的）

第3条 この法人は、広葉樹を植樹し保全管理する活動により、富士宮市の柚野地域を中

心に自然環境の保全を図り、地域住民や全国からこの地に訪れる人々に寛ぎの場を提

供し、自然と共生する優しい心を醸成することにより、社会に貢献することを目的と

する。

さらに、水源酒養林や動物にも優しい環境の再生に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」と

いう｡）第2条別表のうち、次の活動を行う。

（1）環境の保全を図る活動

（事業）

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

う。

（1）広葉樹林づくり

（2）広葉樹林・里山の啓発活動

（3）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員



｣

（種別）

第6条この法人の会員は正会員をもって法上の社員とする。

正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に

申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。

（年会費）

第8条会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。また、年度

途中で入会する会員は、入会時に年会費を納入しなければならない。

（資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）退会届を提出したとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続して1年以上会費を滞納したとき。

（4）除名されたとき。

（退会） ，

第10条会員は､会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名するこ

とができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな

らない。

（1）この定款等に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）

第12条既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



第4章 役員

（葹謬II及び定数)

第13条この法人に次の役員を置く。

（1）理事3人以上20人以内

（2）監事1人以上2人以内

2理事のうち、1人を会長、1人以上2人以下を副会長とする。

（選任等）

第14条理事及び監事は総会において選任する。

2会長及び副会長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員

の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第15条会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が

あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、こ

の法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる業務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会

又は所轄庁に報告すること。

④前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）

第16条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後



最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。

（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

（解任）

第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ

とができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

(1)職務の遂行に堪えないと認めるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章 会議

（種別）

第20条この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時総会とする。

（総会の構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。



(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

④事業計画及び予算

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)会費の額

(8)借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条にお

いて同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

（総会の開催）

第23条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各一号に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。

（3）監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

（総会の招集）

第24条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か

ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等

をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（総会の議長）

第25条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

（総会の議決）

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事



項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（総会での表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として

表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2

号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

ことができない。

（総会の議事録）

第29条総会の議事録については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、そ

の数を付記すること｡）

（3）審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印

しなければならない。

（理事会の構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）

第31条理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（1）会長が必要と認めたとき。



(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったとき。

(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（理事会の招集）

第33条理事会は、会長が招集する。

2会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日

以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等

により、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を

要し、理事の3分の2以上の承諾が得られるならばその限りでない。

（理事会の議長）

第34条理事会の議長は、会長がこれにあたる。

（理事会の議決）

第35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（理事会の表決権等）

第36条各理事の表決権は平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は､前条第2項及び第37条第1項第2号の適用につ

いては、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

（理事会の議事録）

第37条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者等にあっては、その旨を付記するこ

と｡）



（3）審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印

しなければならない。

第6章資産及び会計

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立の時の財産目録に記載された資産

(2)会費

（3）寄付金品

（4）財産から生じる収益

（5）事業に伴う収益

（6）その他の収益

（資産の区分）

第39条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理）

第40条この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に

定める。

（会計の原則）

第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

（事業計画及び予算）

第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なけ

ればならない。



（暫定予算）

第44条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用

を講ずることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第45条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第46条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会

の議決を経なければならない。

2決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第47条この法人の事業年度は､ 毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

（臨機の措置）

第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第49条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更す

る場合、所轄庁の認証を得なければならない。

（1）目的

（2）名称

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る｡）

（5）社員の資格に関する事項



(6)役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く。）

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る｡）

(10） 定款の変更に関する事項

（解散）

第50条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

②目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（4）合併

(5)破産手続き開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾

を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

（残余財産の帰属）

第51条この法人が解散（合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く｡）したとき

に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において決定した者

に譲渡するものとする。

（合併）

第52条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の

多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

（公告の方法）

第53条この法人の公告は､この法人の掲示板に掲示するとともに､官報に掲載して行う。

第9章事業部及び事務局



（事業部の設置）

第54条 この法人に、この法人の業務を処理するため、事業部を設置することができる。

2 事業部には、事業部長を置くことができる。

3 事業部長は、会長が任免する。

（事務局の設置）

第55条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2事務局には、事務局長及び職員を置くことができる。

3事務局長及び職員は、会長が任免する。

（組織及び運営）

第56条 事業部及び事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会

長が別に定める。

第10章 雑則

（細則）

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定め

る。

附則

l この定

2 この法

会長

副会長

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。



で

■■
理事

監事

3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の

成立の日から平成28年6月30日までとする。

4この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。

5この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人の成立の日

から平成28年6月30日までとする。

6この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

（1）正会員 個人 3,000円

（2）正会員 団体 10,000円

これは、当法人の定款である。

静岡県富士宮市上柚野592番地

特定非営利活動法人YUNOどんぐりの会

理 事 松 永 泰 然



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 クーーノ3

経費項目 趣研惨費広聴広報費雲調講穂漬会議費…費割癖費 事務費･事淘T費･人件費

内 容 県庁にて調査

年 月 日 令和7年グ月 'ノ 日～令和 年 月 日 金 額 Z-IZp円

目 的

骸当項目に丸削

部局事業ヒアリング･地元要望活動調査･会派内弓鋤]合せ･政務活動資料の整理．
その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸印） 趣費･宿泊費･駐車料･その他
″

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業。主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する 0

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

句会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠参

ＤＤＩ０００口１００・ＩＤ・・ＩＤ。１０：’０００．１００．１０Ｇ．１１日”ＩＤ００１Ｂｏ０ＩＤｏ１Ⅱ・・■■８００岫ｌ・恒・１５００１８８０１：。１０，１１，０’１１！

一

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ﾀ▼
NEXに□一

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 新富士
料金所(至） 新静岡

25年7月17日13時10分

一一蒄謂＝一幸~I丁~n~5~=

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1
※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号
AO7507-179215-670535 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

Ｉ；１０Ｕ‐■ＩＰＵｌⅡ■■１Ⅱ■■ＩＵａ■１６■岳■■■■■凸■■旬Ｆ１■■●ＩＵｐ●■Ｉ”８１Ⅱ、■１Ⅱ砧Ｑ１０ＵＵ■■且■■１６■■ｌＵａ。１日：００■■１日■ローｌ●ＱｌＵ●●■■Ｉ●ｑ●■ＵＱＢ《■■
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ご利用ありがとうございます。

利用 証明書

ｸ▼
NExI=、一
中日本

肥XCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 新静岡
料金所(至） 新富士
25年7月17日18時49分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10%です。

取扱番号

AO7507-179215-672234 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。
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●

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ﾕｰIZn 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

zIZ/O 円
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様式第1－]~号

支 出 証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ．四本康久）

鑿理番号 クー/弊

経費項目 調査研究費･'修費･広N就報費･覇熊報動費･会議費･資料|鰄費･資料購ｽ費･事務費．鼬 人件費

内 容 事務所電気代（ 7 月分）

年月 日 令和7年7月I7日~令和 年 月 日 金 額 〃ｲZ 円

目 的

使 途

政務活動。

県政との

関連性

－

く領収書貼付枠＞

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

lうz-z皇争円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

〃/ﾑ円



’
１
１
１
１
‐
１
１
１
‐
’
’
１
－
１
１
‘
ｌ
ｌ
０
ｎ
〃
’
１
ｒ
ｎ
Ｋ
ｊ
ｑ
０
Ｌ
ｉ
ｒ
ｈ
Ｉ
〃
１
ｋ
つ
ｈ
Ｈ
Ｆ
ｙ
Ｉ
Ｉ
院
Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｈ
ｌ
０
ｌ
ｌ
‐
‐
１
１
．
１
１
１
‐
‐
，
－
１
‐
１
１
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
、
１
１
‐
‐
ｉ
Ｉ

(A)電気料金等郵便振替払込金受領証(領収証）

東京電力工ナジーパートナー株式会社
（お客さま控え
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東京電力工ナジーパートナー株式会社
（お客さま控え

｜
’

口座

番号
00150 4 9

１
国
Ｉ 167 |窪

宋泳電ノ」一ノ ンーノh－ rノ ー

株式会社

分

蕊蕊

払
蔦
溌

提
撫
込

‐
．
＃
夕
ｆ

→
蟻
喪
奄
嘩
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も
公
抄
厨
今

､込 王

燕繍蔑
b､ 廷・甲E 1， 1画一 一

額

謝蕊嬢
うち消費税等相当額円

613

ご契約

40A
｜ ’

戸 数 力率又はﾏｲ
ｺ溜引詑串

ご使用量kWh

’

188

コードうち精算金額円

お名前変更
月 日

ご使用期間 6月 9日～ 7月 6日｜ご契約空室 月 日

ご
使
用
場
所

ご
契
約
名
義

富士宮市
北町

15番(地） 1号

棟 号

ヨツモト ヤスヒサ シﾞムシヨ 様

お支払人氏名’ ヨツモトヤスヒサシﾞムシヨ様

お 支 払 期 限 日
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上記お支払期限日を過ぎた場合のお支払いは、コンビニエンス
・ストアにお願いいたします。

一

地区番号 08
ご契約

種 別 従量電灯B

お客さま番号 ■ ﾛ■■ ■ ■■■■■■
お問い合わせ先
ｶｽﾀﾏｰセンター 0120－995－001(代）

口座

番号
00150

１
戸
Ｉ 9

１
口
Ｉ 167

加入

者名

東京電力エナジーパートナー
株式会社

年月 分

簿誉灘
］

蕊霞

も
日
ｂ
言
ｐ
ｑ
ｐ
恥
９

込 金

鐙醗渥
額

蕊臓蔑
うち消費税等相当額円

588

ご契約

4kW
｜ ’

戸 数 力率又はﾏｲ
ｺﾝ割引対a串

ご使用量kWh

’

89

コードうち精算金額円

お名前変更
月 日

宝ｲ古田甘日閤 A日 Q円～ ′月 H巳Iご美ポリ交巽 月 日

ご
使
用
場
所

ご
契
約
名
義

富士宮市
北町

15番(地） 1号

棟 号

ョ､ｿ千ト ヤスヒサ シﾞムシヨ 様

語古ｵﾉ､人氏塁’ ヨッモト ヤスヒサ シ…ムシヨイ家

お 支，払 期 限 日 妬湧溌蕊顯議溌

地区番号 08

お客さま番号 ■

ご契約

種 別

ﾛ■■

低圧電力

一
お問い合わせ先
カスタマーｾﾝﾀｰ nl70－995-001(代）



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本 康久）

鑿理番号 クー/ま

経費項目認 研修費･広聴広報費･鶏調誇艤謄･会議費･資料竹城費･資繩蒼入費･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 公開講座参加・意見交換（富士山世界遺産センター）

年月 日 令和
7年7月〆

～令和 年 月 日 金 額 夕"-ワ 円

目 的 7月 度公開講座参加

使 途 交通費・駐車料

政務活動.

県政との

関連性

公開講座を通じ、意見交換し、今後の県施策に反映させる

く領収書貼付枠＞

’

富士宮市営神田川観光駐車場

富十宮市

登録番号T7000020222071

令頁11又言正

精算機#01 A精算No.000423
発券機＃01 発券No.005544
入庫時刻2025年7月20日（日)13:27
出庫時亥|」2025年7月20日（日）15:23
駐車時間 1:56

駐車料金 A料金 200円

合計 200円
現金領収額 200円
お預り 500円
お釣り 300円

合計は消費税率10％対象です ◎

またのご利用をお待ちしております。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

Z"､＞円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2－.召、円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久 ）

華理番号 クー／ろ

経費項目 調査研嶺･研修費･圃諏報費･霊談儲穂犢･会議費･資料|賊費･資料購入費鐙 辮濱･人件費

内 容 事務所電話使用料(z/:r年7月分）

年月 日 令和ﾉ年7月ZD日~令和 年 月 日 金 額 ユ 777 円

目 的 一

使 途
一

政務活動・

県政との

関連性

一

く領収書貼付枠＞

支払金額クク呼円…①から
除外分（ひかりdeテレビ・ひかり電話オプション利用料A)1,320円+440円=L760R･･･②を引く

①-② ＝到i坐_巴ユ

（令和7年6-月整理番号計－ユ／参

政務活動費請求対象調

I

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

tfW 円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

多Ⅷ 円



領収書番号 ：32511
発行日 :2025/08/19

契約者コード：■■■■
（株)TOKAIケーブルネツトワー

〒410-0053

沼津市寿町8-28メデイアプラザ

Z41@gM@J
邑士宮市北町15-1

四本 康久 様

lllllll'llll''1'.IIIII,ll'I'I,l'11',II'll'll'11'1I'II'II'II'lllllll お問合せ先0120-696-942

領収書

１
１
１
１
１
１
１

Ｆ
■
９
９
１
．
１
Ⅱ
ｌ
■
０
．
０
Ⅱ
』

様
四本 康久

2025年07月～2025年07月領収分

￥7，754－

但し放送、ネ､>L卜の利用料として
上記、正に領収致

詞

備考



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

『

轄理番号

経費項目 調鋪費 ･W修費･広聴広報費･霊調靜艤債･会議費･鮮昨j漬･鮮騰入費･事務費･事翔漬･人件費

内 容 楊一坐易く之ﾛ洲孟馳倫）
年月 日 z了年ク月|I 日～ 年 月 日 金 額 仲 クア 円

目的 暢仙諺乞&ヘワ槻査一
使 途 錫心し､川必読傷鎧,し_|_（日降り丞坐）
政務活動

県政との

関連性

鯵あじ墨-↓、捌極一ルヒ。､Jﾍﾉ|長か詞言沙~を
J孝雌擢イニ反りにﾆｧ龍

く領収書貼付枠＞

2J海ﾜ|い｛'3菱_崎．

0

案分の理由

乙

領収書金額(a)

鈴 ‘” 円

案分星 E(b)

／

/oo%

政務活動費支出額(a×b)

字汐” 円



この度は静岡県富士登山事前登録システムをご利用いただきありがとうございます。

静岡県

富士山入山証富士宮ルート(日帰り登山）

富士宮ルート旧帰り登山）

入山料(1人当たり4,000円)1人分

納付金額(不課税):4,”0円

納付日:2025-07-11

予約番号:■■■■■
予約日時:2025-07宮2103;00:0O

ご登録いただいた入山証の確認．変更・キャンセルは、こちらのURLから可能で現

登録済み入山証

や

灘蕊嬢繊鍵議灘麓 職織
:,識弾
『’蒔鍵
_:津詑

難蓉

鑿

蕊
譲

灘灘灘議議議

鍵
蕊
議蕊議

ご不明な点がございましたら、こちらにお問い合わせください。

静岡県富士登山事前登録システムサービスデスク

support@fuiisan223registration.com



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 クー/8

経費項目 調査職費研修費広聴広報費嬬朧報鑛会議費資料胴戎 事務費事諦費人件費

内 容 新聞購読料（静岡・朝日・岳南朝日・富士ﾆｭｰｽ・農業新聞） フ 月分

年月 日 令和7年7月が へ令和 年 月 日 金 額 12,357円

目 的 県政・社会情勢に関する情報収集

使 途 令和年月購読料

政務活動．

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収書貼付枠＞

静岡新聞 3,300円

朝日新聞 4,000円

岳序潮日新聞 977円

富士ﾆﾕ員ス 980円

農業新聞 3,100円

合 計 12,357円

'07-07-25 |2001 簾12,357ﾚﾝﾌ､‘ﾝﾇ､'イ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

12,357円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

12,357円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 ｸーノダ

経費項目 調査硬琴 ･研修費

内 容 駒乞弄ﾌ薇に史園妊ﾗ,会 岬会登
年月 日

1

2僻7月2-も日～ 年 月 日 金 額 2－Z
F

r－，円

会の趣旨．

目 的
銑該ﾌの歴弾敵と

=Y_-F=|2鮪とﾉ司る‘

宗'てｿ､御刈交ｲﾋ猟迄守燗23

会の活動

内容等

①喧移'応及び蝦ﾛ"、 （シ/ｳ〈菰ｺﾉ9-か-乞ｸvieﾊｲ!I"1

②洲蓋疏奏の罰ｲ魁④叱駒”ゑ補溌等瓜闇値
政務活動．

県政との

関連性

〃泌錫診血蝋今雌梼罪や挽匙
此珍鯵1ﾆｰ及味室佳5

b-~E/

く領収書貼付枠＞

※添付書類：団侭

/洲確りR恥へら劾鱒熱術)同
を幼呉ｸ|恥亀f""31孵脚
1州枇え銅5

3 000nK忠
|斗

一一

則・事業概要・その他（ ）

22幼門

案分の理由

叡抄総瀕ｳに
診"ず3－脇ひま目

領収書金額(a)

ユ 2毛fの 円

案分率(b)

／

/グー ％

1唾Y古動賓文幽韻(aXbノ

ユZj－O 円



I 圭領川又
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||金額 〃ずZ>-p

一、〃

番
上記正に領収いたしました。

緬皇同好会鰯
1

1

I

戎城賜榊受



空
ロ



富士宮市郷士史同好会会則

第1条（名称）

本会は富士宮市郷土史同好会と称す。

第2条（事務所）

本会の事務所は会長の自宅に置く。

第3条（目的）

本会は、富士宮市の歴史と文化を知り、郷土の文化財を守り育てることを目的とする。
第4条（事業）

本会の目的を達成するために次の事業を行う。

1 定例会及び役員会。

2 調査研究会の開催。

3史跡の見学会・講習会等の開催。

4会誌及びその他の刊行。

5研究者相互の連絡及び協力の促進。

第5条（会員｝

1本会の趣旨に賛同するものは本会会員となることができる。

21年間会費未納者は除籍する。また本会の名誉をそこなう行為のあった場合は除名する。
第6条（会費）

会費は次のとおりとする。

年3,000円 （但し、会誌一冊を含む）

ただし、第4条に掲げる事業を運営するため、必要に応じて別に徴収することができる。
第7条（役員）

本会運営のため下記の役員を置く。

1顧問・相談役若干名 会長の求めに応じて助言を行う。

2会長一名 会員の統合及び会合の招集を行う。

3副会長若干名 会長の補佐を行う。

4理事十名程度会の運営と会員の連絡を行う 。

5 会計 一名

6事務局長 一名・事務局若干名

7 監査 二名

（会計・事務局・監査は理事を兼任してよい）

第8条（役員の選任と任期）

役員の選任は総会で行い、その任期は毎年総会開催日に始まり翌年の総会前日までとする。

第9条（会計）

1本会運営に必要な経費は会費及び寄付金その他をもって充てる砦。

2会計年度は総会開催日より翌年の総会前日までとする。

3会計は総会に於いて決算報告を行う。

第10条（会則）

会則の改正は総会において出席者の過半数をもって、行うことができる。

剛
＃

；
＃

－7－



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 グー.20

経費項目露･研修費･劇紘報費･要請熊無讃･会議費･資料ｲ鰔費･資龍購入費･事務費･事緬費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年ク月zf/目~令和 年 月 日 金 額 |zp D円

目 的

骸当項目に丸帥

部局事業ヒアリング･地元要望活動調査･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理．
その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸日1 参費・宿泊費・駐車料・その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する

Q
0

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く慎反書貼付枠 ＞ ＩＤＤ－８．．■■Ⅳ。。ｌ■。、ＤＩＯワ０８：ｌⅡ：一■■Ｄ・’８。；１０．１８：１８．鋼Ⅲ叩い化川胴Ⅲ旧い版川胴にⅢⅢ鵬Ⅲ旧い肥Ⅲ旧加川旧ｍⅢ旧い炉Ⅲ旧い服Ⅲ旧いに旧旧肥に旧旧ｂｂ’旧叩胆服佃旧、にⅢ叩旧帖ⅢＷいⅢ旧い脂旧旧、旧ＵＵＤＯ１ＩｌＩ』
ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ｸ▼
NEX症□

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士
料金所(至） 新静岡
25年 7月28日12時1 4分

通行料金 \1,060-

還元額利用△ \920-

合計 ￥140－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※合計の消費税率は10％です。

取扱番号

AO8507-286434-609935 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

■Ⅱｑ■《■■■■。Ⅱ９９●ｉＢＢＤＩ８ｐ■Ｄ■■Ｄｇ■■ｑ■。Ｉ０口ｐ１８●■△１日■■ＩＵＵＵ■■Ⅱ：１ＵｂｂＤ■日日■△Ⅱ■■ＤＩｌＵ■１０口●、Ｉ■■ｄ０ＢＢＯＵｂ■１Ｊ■Ｄ■■Ｉ■■二■ＵＵＢ０Ｐ■３日■●甲１１：１日■■■■Ⅱ：二■■ＤＵＩ８：■ＩＤａＩⅡ■■ＩⅡ巳・Ｉ

や

ご利用ありがとうございます。

利用 証明 書

ご▼
NEXFn

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：T4180001056169

料金所(自） 新静岡
料金所(至） 新富士
25年7月28日18時18分

通行料金 \1,060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10%です。

取扱番号

AO8507-286434-610933 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

ｌ
Ⅱ
ａ
望

《●、〕酌

４
－

０－

’
０
．
１
１
０
．
△
Ⅱ
９
‐
０
．
６
１
‐
０
．
１
１
６
凸
・
’
１
９
９
△
Ⅱ
Ｏ
Ｂ
‐
“
Ⅱ
１
６
口
△
Ⅱ
０
０
０
口
Ⅱ
Ⅱ
。
■
■
■
Ⅱ
、
■
△
Ⅱ
Ⅱ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

脚0 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

IZW 円



様式第1－1号

支 出証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 7－2／

経費項目 識蹟研惨費風紘報費雲諌饒癒潰会議費資料憾費資糊鴬入費喜霧費蔚銅貴人件費

内 容 協小奉卓》乳閉大ｵ仁三協閲
年月 日 ，ざ年 7月非～

』

年 月 日 金 額 學夘 円

目的 真心あむ伽航汲悪な旅し：
使 途 鰯/穆パ
政務活動．

県政との

関連性

綱ｨ輔ｹﾌ稔艮聯卵も〃}一合ぅ診切J3戸姥矛(‘
笈眺垂廿3。

く領収書貼付枠＞

i

l
l

’
｜

【

登濠番号T2080｣_J500.1489

またのご利用をお待ちしております。

"'z

空言Ih7毒"△垈古／戸､

zff7、 円

案分率(b)

／

／クや ％

政務活動費支出額(a×b)

窪ｸワ 円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

7【 名・議員E |ﾉLI本 辰

く領収書貼付枠＞

整理番号

／

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行E鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行足鴎佳 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行匪雛QKm)

※須反書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行""f(km)/総走行距離（上記c)(m)

F荒当限度割合による案分:領収書金額(円）×充当限度割合

走行間難(km) 積算方 法※ 充当額（円）

円× km/ km

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 四本康久

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

ﾉ卒7/汐 円

案分率(b)

しう／

％

政務活動費支出額(a×b)

lz-fz丘一円



｜

｜

’

Enej≧t
ﾄﾄ訓旧=ﾋー

Eneietej色
I呂卜訓旧-ヒー

岡重秣弐芸零且又臺-－一一
EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700
1.EL:0544-27-4402

登録番号:T2080101011309
2025/07/06(日)21:06

Eneiet
H－－ルコ･･‘ﾋｰ・

岡重株弐雲霧亘且又薑－－－－
EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700
TEL:0544-27-4402

登録番号:T2080101011309
2025/07/11(金)00:51

｜
I 令頁川又書
岡重株式会柾一一一－－－一
EneJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700
TEL:0544-27-4402

登録番号:T20801[11011309
2025/07/03(木)12:28

’

レギュラー
0210I]O _\4570

26,88L @170,0L-4N-10

割引適用(022900）
3円/L,個割引 済み

小計 ￥4,570
(10%対象 \4,570
内消費税 \415)
‐含言十 ￥4〃らアO
お預かり ￥500O お釣 ￥430

レギュラー

021000 ￥3630
21.87L @166.01_-4N-10

割引適用(022900)
3円/L,個割引済み

小計 ￥3,630
(10%対象 ￥3,630
内消費税 ￥330）
合言十 \3"630
お預かり￥10000 お釣 ￥6370

｜
’

｜（)21000

[ 27.23L @11
1割引適用(022900)
’3円/L個割引済，
’-----..-.---.-----------－---.

1脇象，内消費税

|嘉討\,000‘
_I 副i↓［（領収書とさ
vill'1ﾝ|､基本P

特別P
今回計

|利用vポイント
i利用可能Vポイント

|難霊職

０
０

つ
色
１

５
－

４
Ｎ

￥
４ＬＯ

守

髄
み
－

皿
ｊ
済
一

ｎ
Ｕ
一

ｎ
Ｕ
ｌ

ｎ
ｄ
ｌ
ｌ

ウ
色
「
属
ノ
ー

Ｌ
匝
割
一

￥4,520
￥4,520

\411)
\4"520

お釣 ￥5480｜
’

上記にて領収書とさせて
Vﾎﾟｲﾝﾄ:基本P

特別P
今回計

利用Vポイント
利用可能Vポイント
本日付与されたポイント
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、Vポイントカードにポ
イントが加算されないことがありま
す。：柵はtsite.jpにて
ご礪認下さい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回1枚の利用となります
No.1424 担当:0001
POS番号01
2025/07/03 釣銭伝票No"1985

上記にて領収書とさせて
Vﾍﾟｲﾝﾄ基本P

特別P
今回計

利用Vポイント
利用可能vポイント
本日付与されたポイント
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、Vポイントカードにポ
イントが加算されないことがありま
す。冒柵はtsite.jPにて
ごH職下さい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク

|‐
’

I
I

l Vポイン↓寺の埋田で、Vボイントカードにポ
’イントが加算されないことがありま

|毒灘駮'‘“｣｡に
｜当日給油レシートで
｜ドトール単品ドリンク
’1杯30円引き(･i' シl を除く）
｜※当店のみ､発行｣止l<,!j"有効。
｜お1人様1回1枚の利用とばります
|No.113r･=担当:0001
|:;s番号01
'2025/07/,」釣銭伝票No.4041
｜＝－－－－－－－－－－=二三二雪二二一ﾆﾆｰﾆﾆ

|2025Fi溺漏'塞誉

|lilll"lllll“''''''''''1llll

1杯30円引き（セットを除く）
|※当店のみ､発行当日のみ有効。
’おL人様1回]枚の利用と触ります

|鵬‘‘担当:0,‘』
2025/07/06 釣銭伝票No.3232

そlヨミコロ弓圃巽簔
2025/07/06(日)21:06
金勺金美弓今客頁 \6"370
2025/07/06 釣銭番号3232

2803232063700

111111111

I

｜‐~~.~.~･~~~~~~~~~一一~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ ~~~~一

,2025希5弼温'塞簔
'金勺金差金客頁 \430
2025/07/03 釣銭番号1985

ワロ、，fG口眞i－hnパワ、。280 $1985004308

|||llllllllll ||lllll 111
’



’

Enej色t
F+訓旧‐上＝

Enejet
FI-J旧一ﾋー

Enejet
ﾄﾄ訓旧=ﾋー’

’岡
勧
一 |岡謝S富士宮バイパスSS

富士宮市ひばりが丘700
neJet

争岡県
EI1eJet富士宮バイパスSS
静岡県富士宮市ひばりが丘700
TEL:0544-27-4402

登録番号:T2080101011309
2025/07/23(水)19:43

IEneJet富士宮バイパスSS
l静岡県富士宮市ひばりが丘700
|TEL:0544-27-4402
1登録番号:T2080101011309
2025/07/29(火)22:15

TEL:0544-27-4402
登録番号：『2080101011309

’

’ ll
lレギュラー

021000 ￥3790
22.83L @166.0L-4N-10

割引適用(022900）
3円/L,個割引済み

レギュラー
021(100 \4160

24.76L @168.0L-4N-10

割引適用(022900）
3円/L,個割引済み

小計 ￥4,160
(10%対象 ￥4,160
内消費税 ￥378）
合言十 \4"160
お預かり ￥51〕00 お釣 ￥840

轆徽rW
縞慰孵とさせ

本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、Vボイントカードにポ
イントが加算されないことがありま
す。諸澗はtsite.jpにて
ご礦認下さい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回1枚の利用となります
No.7890 担当:0001
POS番号01
2025/07/23 釣銭伝票No.ア5g2

レギュラー

021000 ￥4840
28,81L @168.0L-4N-10

割引適用(022900）
3円/L個割引済み

小計 ￥4,840
（10%対象 ￥4,840
内消費税 ￥440）
一合言十 \4_840
お預かり ￥500O お釣 ￥160

イントが加算さればいことがありま
す。識田はtsite.jpにて
ご礦認下さい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
おl人様1回1枚の利用となります
No,6477 担当:0001
POS番号01
2025/07/29 釣銭伝票No.9386

2025希玩脇息'塞篝
金勺金美全霊 \16[1
2025/07/29 釣銭番号9386

2809386001605
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小計 ￥3,790
（10%対象 ￥3,790
内消費税 ￥345）
一合言十 \3"7gO
お預かり￥1000Oお釣 ￥6210

締謝豊とさせて頂き議

■；
特別P
今回計

利用Vポイント
利用可能Vポイント
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、vポイントカードにポ
イントが加算されないことがありま
す。詳細はtsite.jpにて
ご確認下さい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク
1杯30円引き（セットを除く）
※当店のみ、発行当日のみ有効。
お1人様1回1枚の利用となります
No.8992 担当:0001
POS番号01
2025/07/17釣銭侭黒No.らうらB

さラー＞D弓l塞簔
'2025/07/17(木)12:35

1認需宇琴，￥…。釣銭番号5758
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2025編品品昂'塞篝
金勺金芸一審頁 \B40
2025/07/23 釣銭番号7592

2807592008401
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様式第1－1号

支 出証拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 グー.Z3

経費項目 露研修費広臓広報費雲調識鱸会議費 ･資料侑續･資繩瀞費･事務費･事諏費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 ↑年7月訓 日～令和 年 月 日 金 額 z_|次 円

目 的

(該当項目に丸帥

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内調整打合せ･政務活動資料の整理。
その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸印） 霊費宿泊費駐車料その他
政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

・ 冒霧会・委員会等質間のため、関係部局の事業・主要班Z束等を偲読乳すゐ。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

0
議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

グ▼\嬰
NEXCO中日本お客さまセンター

0120-922-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 新富士
料金所(至） 新静岡
25年7月31日13時8分 i

－藏謂蚕一-=~1丁-5-5-5-=|

ご利用あ:りがとうございます。

利用証明書

ｸ▼
NEXCO

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4180001056169

料金所(自） 新静岡
料金所(至） 新富士
25年7月31日23時50分

通行料金･･\1,060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種l 車種1!(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

※通行料金の消費税率は10%です。｜※通行料金の消費税率は10%です。
取扱番号

AO8507-31643…138⑬畷龍11203-101837
※本利用証明書はETC利用照会サーピi※本利用証明書はETC利用照会サービスで印字されたものです。

i スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

＞一I2_a 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)
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様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号

経費項目 謡間形蹟･研修費･K聴驍費･雰諏儲瀧憤･会議費･資料竹減費･資繩静貴･事務費･事翻漬･人件費

内容 施物郊侈御堂_辛’》しzc24M惣護獺-)
年月日 zf-年ク月3ノ

日～年

I

月日 金額 ZJfo円

目的 流動郁侈(zpz鈎錦縦榎)銑,参 夢
〆

使途 釧農

、
〆

型 'う
〆

ノ

政務活動．

県政との

関連性

20z4f'=oj"E流勧-疹誘薙穂I乙客し〆
7C､LJ圭鼠に蜘鮒抵雌熊旋し/全鎧の鮪勧峨峨曙‘
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の千浄久払方燕

に

領収書金額(a)

zizO 円

案分率(b)

／

/"D%

政務活動費支出額(a×b)
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様式第1－1号

支出証拠害

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 クー_z4

経費項目 調査研續･研修費･広獅報費･舞諏儲瀧墳･会議費･資料#減費函薑霧費・事緬費･人件費

内容 新聞購読料(公明聖教新聞)リ 月分

年月日 令和 7 年．7月列 日～令和年

1

月 日 金額 4,204円

目的 県政・社会情勢に関する情報収集

使途 令和り年り月購読料
政務活動．

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

＞領収書貼付枠く
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,204円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,204円



様式第1－1号

支 出 証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

薬理番号 7－ユ6

経費項目 調劃形讃･’修費･圃諏報費･鋪熊鞠諜§･会議費･資膿w賊費 事務費・事諏T費･人件費

内 容 新聞購読料（しんぶん赤旗日刊・日曜版） 7 月分

年月 日 令和1年1月瓠 日～令和 年 月 日 金 額 4,487円

目 的 県政・社会情勢に関する情報収集

使 途 令和7年？月購読料
政務活動．

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

<領収謹占付枠＞

'一

「

四本康久様 鵠赤旗
2025年7月分

了扇羅ﾓｱ型且Z巴睡込上

2

日本共産党東部地区委員会
〒410-0312沼津市原698-1

IELo55-968=7150
FAXO55-968-7155

｜

－1

U

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,487円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,487円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 クー27

経費項目 調劃研究費･研修費･広聴広報費・
■

鶏調靜瀧墳会議…賊費督緑辱弓銅潰人件”
内 容 携帯電話使用料(（ 沙 ）

年月 日 令和7年り月ｦ1日~令

●

和 年 月 日 金 額 粥牛？ 円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞

※支払合計額 |叶11円 …①

※除外分【合計720円(税込み792円)】“.②
あんしんセキュリティ利用料200円

ケータイ補償サービス 500円

あんしん遠隔サポート利用料400円

あんしんパックモバイル割引－380円

塗璽置動豊董塞重重重三_Kｴ血L』_巴

’ 07-07-31 |"01 ｜’Ⅷｺﾓｳｲ叙イ． ＊10，491

誇
嘩 の理由

活動と私用で案分

領収書金額(a)

f州 円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額い×b)

〃" 円



（ 1／ 1ページ)d6como日頃、ドコモのサービスをご利用いただきまして賊にありがとうございます。

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊

ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（NTT東西の加入電話等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、社団法人電気通信事業者協会から1番号当たりの費用（番号単価）が公表されています。

蕊鱸羅 薇篇
鍋漉

§蹴罷
F … 蒋 稗

謡

…
KD弧膨

今 ……………………_I垂 壷… 王 舞 定

篭

●■■■■■■■■■ ご利用期間（6／1～6／30）

◇基本使用料等（計）
6，650 6，650 5Gギガホプレミァ 3GB超 合 算

6,350 (内訳）5Gギガホプレミア

300 (内訳）spモード利用料

0 ．（参考）高速通信ご利用データ量は 20． 4G 合 算

◇通話料・通信料（計）
1,865

165 5G．SMS通信料 6月ご利用分 合 算

1,700 かけ放題オプション定額料 合 算

◇その他ご利用料金等（計）
1.023

300 留守番電話サービス利用料 合 算

多 「200 あんしんセキュリティ利用料 合 算

価-，
、 b

－ノノ500 ケータイ補償サービス（500円コース） 合 算

、一一 1

1400 あんしん遠隔サポート利用料 合 算

０８３

１
１
、 あんしんパックモバイル割引 合 算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合 算

1 電話リレーサービス料／基本 1番号あたり1円のご請求となります 合 算

◇消費税等相当額（計）
953

953 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

◇合計
10，491 0 10,491 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、6月末で 25年3か月となりました。

Oご利用料金に対する獲得ポイントはdポイントクラブ サイトの「ポイント獲得・利用履歴」か

らご確翌ください。



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当藺に記入すること。

轄理番号 クーュ8

経費項目 ﾖ顕f究費･研修費･広聴蒔R費･霊識際詣動費･会議費･資料ｲ衛蹟･資料購ｽ費･事務費･謡弼漬． 人# 濱

内 容 事務員の雇用（ ノ 月分）

年月 日 令和 ？ 年?月／日～令和7年?月ｦ|日 金 額 /『姉ｿ"円

目 的

使 途

関連性

く領収書貼付枠＞

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/ざ衛汐〃円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/g報ﾕ〃円



×1,100円

岳 ×1,100円

×1,100円

×1,100円

×1,100円\DH

7年令和 氏名 支払額 領収印

7 月
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